
 

 

沖縄県立芸術大学研究指導教員等選考審査規程 

 

                               令和３年４月22日 

                               沖芸大規程第77号 

 

（趣旨） 

第１条 沖縄県立芸術大学大学院研究指導教員及び研究指導補助教員（以下「研究指導教員

等」という。）の選考については、この規程に定めるところにより行う。 

（研究指導教員） 

第２条 研究指導教員は、修士課程にあっては沖縄県立芸術大学教員選考基準（令和３年

基準第２号。以下「選考基準」という。）第９条に、後期博士課程にあっては同第10条

に掲げる資格を有する者であって、その教育研究業績等から、学位論文等の審査及び指

導に必要な極めて高度の教育研究上の指導能力を有すると認められる者でなければな

らない。 

（研究指導補助教員） 

第３条 研究指導補助教員は、修士課程にあっては選考基準第９条に、後期博士課程にあ

っては同第10条に掲げる資格を有する者でなければならない。 

（研究指導教員等の選考） 

第４条  研究指導教員等については、研究科委員会が研究指導教員等選考審査委員会を設

置し、その審査に基づき、研究科委員会において候補者を決定し、教育研究審議会の議

を経て、学長が決定する。  

２ 前項の規定にかかわらず、教員を新たに採用するときは、沖縄県立芸術大学教員採用

要綱第４条に規定する教員選考委員会において行うものとし、その審査に基づき、研究

科委員会において候補者を決定し、学長が決定する。 

（研究指導教員の人数） 

第５条 研究指導教員の数は、大学院設置基準及び沖縄県立芸術大学大学院学則に基づき

別表の数を定める。 

２ 研究指導教員は、原則として専攻の教員の半数以上とする。 

 

附 則（令和３年４月22日学長決裁） 

この要綱は、令和３年４月22日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

附 則（令和６年３月22日学長決裁） 

この要綱は、令和６年３月22日から施行する。 
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 備考 

  ・研究指導教員の３分の２以上は、原則として教授でなければならない。 

   ・研究指導補助教員数は、原則として研究指導教員の半数以上を置くものとする。 

 

 


